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クリチバ治安情報（パラナ州における車輌窃盗事件の増加） 

 

 １０日付当地ガゼット・ド・ポーヴォ紙はパラナ州における２０１３年上半期（１

月～６月）の車輌窃盗事件について報じているところ，概要以下のとおり，お知らせ

します。 

 

１ 車輌窃盗事件の増加 

  パラナ州では２０１３年上半期の車輌窃盗事件が前年同月比１４．８％増加して

おり，州内で約２２分に１台，車輌窃盗されている計算となる。 

 

  州都クリチバ市では同５．４％減少しているが，これは車輌窃盗犯罪が州都以外

の地 方へ移っており，州都以外の地方都市では同３２．０％増加という驚異的な犯

罪の伸び 率である。 

 

２ 盗難車輌の売買 

  当地で窃盗された盗難車は解体され，部品毎のパーツで取り引されるのが主な売

買ル ートであり，盗難パーツを売買するマーケットが増加している。また窃盗犯は

車輌１台 を窃盗すると約伯貨１，０００～２，０００レアルの報酬を得る。 

  

 

３ 警察官の不足 

  パラナ州では人口６２０名に対し軍警察警察官１名の配置となるが，その多くが

州都 のクリチバ市に集中して配置されているため，人口２万人以下の地方都市では，

同警察 官が２名しか勤務していない時間帯が発生しており，治安悪化に繋がってい

る。 

 

  元サンパウロ州軍警察最高司令官のインタービューによると，州都の犯罪取り締

まり を強化すれば，犯罪者は警察官の不足している地方都市へ移動し犯罪を犯すよ

うになる と述べている。 

 

＜当館からのお願い＞ 

 

・当地では殺人事件と車輌窃盗（強盗）事件が多く，外出される際は自家用車の駐車

には十分注意が必要です。車両強盗事件は乗り降りするときが狙われやすいため，施

設内の駐車であっても，周辺への警戒を怠らないことが重要です。 

 

・万が一強盗被害にあわれた場合は，速やかに軍警察（Policia Militar、電話番号１

９０）に一報するとともに，被害届を最寄りの文民警察（Policia Civil、電話番号１

９７）に提出することが大切であるとのことです。 

 

・また，被害拡大防止のため，在留邦人等の皆さまと（個人情報をふせた上）情報を

共有するためにも当館（警備班・領事班）へご連絡いただければ幸いです。 


